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Ⅰ．研究の背景

１．わが国の状況
（１）多様な人材が活躍できる環境整備の必要性
近年、情報基盤社会化、グローバル化が進み、変化の
激しい時代となったことから、性別や国籍、宗教に関わ
らず、多様な人材が活躍することにより、イノベーショ
ンを生み出すことが必要であり、多様な人材が十分に能
力を発揮できる環境整備が求められている。
また、少子高齢化が急速に進み、生産活動の中心とな
る 15 歳以上 65 歳未満の生産年齢人口が激減していく日
本において、労働者人口を安定させ、生産性を高めるこ
とは喫緊の課題である。内閣府の高齢社会白書によると、
日本の高齢化・少子化は、世界でも例を見ないほどの勢

いで進んでおり、生産年齢人口は 1995 年をピークに減
少に転じ、2013 年に 8,000 万人を割り、2060 年には 4,418
万人になると推計されている。
国際通貨基金（IMF）のレポートでは、このように労
働者人口が減少するわが国において、労働力の縮小を食
い止めるひとつの手段として、埋もれた潜在力である女
性の活躍推進を指摘している。世界経済フォーラム
（WEF）が作成している世界の男女格差を測るジェン
ダー・ギャップ指数 2012 年では、日本は 135 カ国中
101 位と極端に低く、前年（98 位）よりも低下している。
他の先進諸国並みに女性が働けば、労働力不足に歯止め
がかかり 1人当たりの GDPが 4％増えると推計されて
いる注1）。

ワークライフバランス実現による
女性専任職員活躍促進施策の構築

―多様な人材の活躍促進を目指して―

石本　優子（人事部給与厚生課）
川口　　潔（大学行政研究・研修センター専任研究員）

藤井　　元（人 事 部 次 長）

櫻井　裕美（人事部給与厚生課長）

論文

要　旨
グローバル化、少子高齢化が急速に進むわが国において、多様な人材活躍により、生産年齢人口を安定させるこ
とは喫緊の課題であり、現安倍政権では成長戦略としての女性活躍推進を挙げている。立命館の学園ビジョン
R2020 にも、女性専任職員の活躍促進を掲げているが、具体の施策には至っていない。全専任職員の 3分の 1以上、
20 代の若年層では過半数を女性が占める中、女性職員の活躍促進は重要な課題である。
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めのものである。しかし、日本においては、男女共同参
画の遅れや少子化進行の背景から、仕事と育児の両立支
援を中心に推進してきた経緯がある。
2005 年には、育児・介護休業法が改訂され、法定を
上回る制度を実施する事業所が増加した。厚生労働省の
2011 年度雇用均等調査によると、在職中に出産した女
性の育児休業取得率は 87.8％である。取得率 49.1％で
あった 1996 年と比較すると大幅に上昇している。在職
中に出産した女性労働者が育児休業を取得する率は増加
し、育児をしながら働くことができる環境整備が行われ
ているが、管理的職業従事者に占める女性割合は諸外国
と比較すると依然として低い（図 1）。管理的職業従事
者は女性の活躍の指標のひとつであり、今後改善が必要
である。

２．立命館における状況
（１）学校法人立命館専任職員の状況
少子高齢化、グローバル化が進み、高等教育機関にお
いても競争がますます激しくなる中、多様な人材が活躍
することによるイノベーションが必要な時代となってき
た。立命館では多様性を重視し、この間、多様な経験を
持つ既卒職員の採用も増えてきており、多様な人材の活
躍促進が注目されている。様々な経験をしている職員一
人ひとりが働きやすい環境をつくり、自律的に自身の働
き方について考えることが求められる時代となり、働き
方に対する意識も多様化しつつある。
これまでと大きく異なるのは新卒、終身雇用が一般的
であった時代から、2013 年には既卒採用者が 54.9％と
過半数を超えた点である。また、年代別に見ると 20 代
の若年層では男性が 56 人、女性が 67 人と 54.4％が女性
であり（図 2）、今後女性の活躍が立命館の発展に影響
を与える度合いはますます大きくなると考えられる。

図 1　管理的職業従事者に占める女性割合
（出典：内閣府 2013「若者・女性の活躍推進をめぐる現状について」）
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（２）成長戦略としての女性の活躍促進
安倍政権では、「女性の活躍で、日本経済の再生を」
とうたっており、「指導的な立場に就く女性の割合を
2020 年までに 30％にする」という目標を掲げている。
近年、女性の社会進出は進みつつあるが、国際的には女
性の管理職や役員数は非常に少なく、日本における女性
管理職の割合は 1割程度と先進国で最低レベルである。
結婚前に就業していた女性のうち約 3割が結婚を機に離
職し、第 1子出産でさらに約 4割が離職（第 1子出産前
に仕事を持っていた者を基準とした場合は、約 6割が第
1子出産を機に離職）する状況にある。また、再就職後
は半数以上が非正規雇用となっている背景がある。
このように、わが国においては、先進国、新興国を問
わず、遅れをとっている多様性のひとつとして女性の社
会参画があげられる。家庭と仕事を両立しながら能力を
発揮することで、労働力の減少を補うだけでなく、女性
ならではの視点を活かし、新たなイノベーションを生み
出し、経済の活性化に繫がることが期待されている。

（３）女性の社会参画とワークライフバランスの関係性
1999 年に雇用の分野での男女の均等な機会・待遇の

確保、女性労働者の職業能力の開発・向上、再就職の援
助、職業生活と家庭生活の調和を図ることなどにより、
女性労働者の福祉を増進させることを目的に男女共同参
画社会基本法が制定された。女性の社会参画を進めるた
めに、従来女性が中心となり担ってきた育児や家事など
の家庭労働を女性のみが負担するような社会を変えるこ
と等を重点課題とし、仕事と育児の両立を中心とした
ワークライフバランス推進を行ってきた。
ワークライフバランスとは仕事と生活の調和と訳さ
れ、内閣府のワークライフバランス憲章では、仕事と生
活の調和が実現した社会を、「国民一人ひとりがやりが
いや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすと
ともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中
高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選
択・実現できる社会」と定義している。具体的には（1）
就労による経済的自立が可能な社会、（2）健康で豊かな
生活のための時間が確保できる社会、（3）多様な働き方・
生き方が選択できる社会とされている。
本来、ワークライフバランス支援とは、女性のためだ
けではなく、男女問わずだれもが自立的に自身の生活と
仕事の調和をはかり、生活と仕事の両方を充実させるた
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す」取り組みについてはどうだろうか。専任職員の管理
職（本稿では課長以上の職位を指す）については、表 1
のとおり男性 85.8％、女性 14.2％であり、女性職員の管
理職比率は民間企業の数値よりは高いものの、現在
14.2％とわが国が目指す 2020 年までに 30％程度という
数値には届いていない。また、教職員の意識改革や専任
職員の女性管理職比率向上に向けた具体的取り組みにつ
いては進んでいないのが現状である。
次に、②の「休業中、復職時の復職支援プログラムや
育児・介護と仕事の両立を支援する制度や経験者との交
流など心理面でのサポートを充実させること」のうち、
育児・介護と仕事の両立を支援する制度については、法
定を上回る育児・介護支援制度を整えている。また、育
児・介護支援制度についてまとめたワークライフバラン
スガイドブックのホームページへの掲載、育児時間のた
めの時間短縮を子が 3歳になる年の年度末から中学校就
業の始期に達するまでに延長、育児休業から職場復帰す
る際の人事課面談の実施、産休・育休に対応する職員定
数の確保等の施策を行ってきた。
具体的な制度としては、表 2のとおり、配偶者出産特
別休暇制度、育児休業、時差勤務（育児・介護）、育児
のための勤務時間短縮、看護休暇、授業参観休暇、介護
休業、介護のための勤務時間短縮、ベビーシッター・ホー
ムヘルパー経費補助等がある。

（２）学園ビジョンR2020 における課題と現状
学園ビジョン R2020 には、活き活きと働くことがで
きる学園づくりとして、「男女共同参画を実現するため
に、教職員の多様な生き方や働き方を尊重し、男女がと
もに活き活きと働き、成長することができる職場作りを
進める。」と掲げている。具体的には①「教職員の意識
改革、ワークライフバランス支援や力量形成支援などの
政策を通じて、管理職の女性比率、女性大学教員比率、
男性育児休業取得比率の向上を目指す」、②「休業中、
復職時の復職支援プログラムや育児・介護と仕事の両立
を支援する制度や経験者との交流など心理面でのサポー
トを充実させる」点を挙げている。
まず、①の「意識改革、ワークライフバランス支援や
力量形成支援などの政策を通じて、管理職の女性比率、
女性大学教員比率、男性育児休業取得比率の向上を目指

図 2　  学校法人立命館の専任職員　男女別年齢分布
（2013 年 4月 1日現在）
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表 1　学校法人立命館の専任職員の職位別男女比率（2013 年 5月 1日現在）
性別 データ 課員 課長補佐 課長 次長 部長 総計 管理職
男性 人数 255 96 78 18 13 460 109

比率 57.0％ 71.6％ 83.0％ 90.0％ 100.0％ 65.0％ 85.8％
女性 人数 192 38 16 2 0 248 18

比率 43.0％ 28.4％ 17.0％ 10.0％ 0 35.0％ 14.2％
合計 447 134 94 20 13 708 127

【参考】民間企業の女性管理職比率 ※管理職とは課長以上の職位を指す
　部長相当職…4.5％、課長相当職…5.5％、係長相当職…11.9％
　（厚生労働省「『平成 23 年度雇用均等基本調査』の概況より」）

表 2　育児・介護支援制度（男女問わず取得可能）
○配偶者出産時特別休暇制度（有給）　※男性のみ
○育児休業（休業給または無給）　※子が 1歳までは有給
○  育児のための勤務時間短縮（無給）　※中学校就業の始期に達するまで
○介護のための勤務時間短縮（無給）
○介護休暇（有給）
○授業参観休暇（有給）
○介護休業（休業給）
○育児、介護の時差勤務（有給）
○  ベビーシッター、ホームヘルパー経費補助（上限 1回 6,000 円／年間 60,000 円）
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活躍推進を目指し、取り組みを充実化、発展させていく
必要がある。そのためには、育児支援制度の充実だけで
はなく、制度を活用し、出産により一時的に職場を離れ
た女性の職場復帰支援により心理的サポートを行うこ
と、また、育児をしている職員が将来のキャリアビジョ
ンを描くことができる仕組み等が必要ではないだろう
か。このような施策を進めることによって、より自律的
な働き方、活躍促進につながるキャリア形成についての
意識醸成を行うことが課題である。

Ⅱ．研究の目的

学校法人立命館において多様性のひとつである女性職
員が増加する中、一人ひとりが活き活きと働き、学生の
学びと成長に資する多様なアイディアを提供し、立命館
の発展に寄与することが期待される。教育研究機関であ
り、社会に有為な人材を送り出すことを目的とする大学
において、職員は学生にとって最も近い社会人のひとり
である。女性職員が活き活きと働くことにより、学生の
キャリア形成の観点からも良い手本となることが求めら
れる。現在の到達点をふまえ、ワークライフバランス実
現による女性活躍促進のため、ニーズを調査・分析した
上で、立命館女性専任職員の活躍促進施策を提案する。

Ⅲ．研究方法

現在のワークライフバランス支援制度の活用状況を確
認し、女性職員活躍促進につながるキャリア形成につい
ての意識醸成を行う施策を構築するため、以下の方法に
より調査・分析を行う。
1．文献調査
2．他大学調査
3．学校法人立命館専任職員アンケート調査
4．学校法人立命館専任職員ヒアリング調査

Ⅳ．調査・分析

１．文献調査
（１）管理職としての女性社員育成に関する調査
１）調査概要
目的：  企業が実施している女性社員育成への取り組み状

況や施策を調査し、女性職員活躍推進のための課

このような育児支援の制度面での充実により、日本に
おいては、前述のとおり、出産を機に 6割が退職するが、
立命館においては、専任職員が出産を理由に退職するこ
とはなくなってきている。産休・育児休業取得者（図 3）、
育児のための勤務時間短縮取得者（図 4）は男女とも継
続して一定数が利用する状態となってきた。
上記のような制度自体は整っているものの、「休業中、
復職時の復職支援プログラムや経験者との交流など心理
面でのサポートを充実させる」点については未整備であ
る。

（３）立命館での到達点、強みと今後の課題
現時点での女性職員比率や産休・育児休業制度や勤務
時間短縮制度の利用状況から立命館は女性が働く環境と
しては、民間企業に比べて整っていると考えられる。し
かし、男女共同参画を実現するため、学園ビジョン
R2020 に具体に掲げている「専任職員の女性管理職比率
向上に向けた具体的取り組み」や「復職時支援プログラ
ムや経験者との交流など心理面でのサポート」について
は進んでいないのが現状である。
出産を経て、現在も様々な部門で女性職員が働いてい
る点を強みと捉え、この環境を活かし、よりいっそうの

図 4　育児時間短縮・時差勤務制度利用者推移

図 3　産休・育児休業取得者推移
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（３）調査のまとめ
女性活躍促進の課題は、①育児等家庭的負担に配慮を
し、女性の意識や管理職の理解・関心を高めることであ
り、②そのためには「女性社員同士のネットワーク構築」、
「ロールモデルとの出会い」や「メンター制度の導入」
等により女性のキャリア意識を高め、「チャレンジブル
な仕事の機会」や「仕事の幅を広げる異動等」により育
成の観点からキャリア形成を図る取り組みが効果的であ
ることがわかった。
また、育児をしながら働く女性にとっては、③育児復
帰支援制度を整え、上司と円滑なコミュニケーションを
図ることが重要である。業務分担においては、やりがい
のある仕事を与え、建設的なフィードバックを行うこと
により、高いモチベーションを持って業務に取り組める
ような育成支援が必要である。

２．他大学調査
（１）調査概要
目的：  男女共同参画を推進している大学の先進事例を調

査し、課題を確認するとともに、効果的な女性職
員活躍促進施策に活かす仕組みを検討する。

方法：  ヒアリング調査
日時：  2013 年 6 月 10 日～ 11 日
訪問大学：  男女共同参画を推進している関東の私立大学

4校（人事に関する内容のため大学名は匿名
とする）

ワークライフバランスの実現と活躍促進に有用と思わ
れる①キャリア形成支援に関する制度、研修・セミナー
の機会について、②復職時支援や学内ネットワーク形成
について、③男女共同参画に対する課題についてヒアリ
ングを実施した。その結果は表 3のとおりである。

（２）調査のまとめ
他大学調査から得た知見をまとめると以下の通りとな
る。
①  キャリア形成支援として女性職員向けセミナーや交流
会、各種講座を実施している事例があるが、継続性や
参加者募集には課題がある。また、教員を対象として
メンター制度を導入している事例はあるが職員には実
施していない。
②  復職時支援については、相談窓口や懇談会を設けてい
る。学内ネットワーク形成のため、セミナーや懇談会、

題を確認し、効果的施策を検討する。
対象：上場・非上場企業 253 社
２）調査結果
公益財団法人日本生産性本部「コア人材［課長（相当
職）以上］としての女性社員育成に関する調査」から得
た知見は以下のとおりである。
①  女性活躍を推進する上では、「女性社員の意識が低い」、
「管理職の理解・関心が薄い」、「育児等家庭的負担に
配慮が必要」等が課題である。
②  効果のあった施策のうち、前年と比して増加したもの
は、「管理職候補者のリストアップ、積極的登用」、「メ
ンター制度の導入」、「女性社員同士のネットワーク構
築」等であり、職域拡大・育成や管理職登用、職場環
境風土改善等の取り組みを推進している。
③  女性社員の意識を高めるためには、「仕事の幅を広げ
るような異動や転勤等の機会を与えている」、「チャレ
ンジブルな仕事の機会を与えている」、「仕事やキャリ
アについて、サポートしている」等、育成の観点から
キャリア形成を図る取り組みを行っている。

（２）育児をしながら働く女性の昇進意欲やモチベーショ
ンに関する調査
１）調査概要
目的：  女性の昇進意欲やモチベーションに、職場環境、

上司・同僚との関係、育児支援制度等がどのよう
に影響するかを調査し、明らかにする。

対象：  日本全国の 301 人以上の企業に勤める子どもを持
つ女性正社員 2,500 名

２）調査結果
公益財団法人 21 世紀職業財団が実施した「育児をし
ながら働く女性の昇進意欲やモチベーションに関する調
査」によって得た知見は以下の通りである。
①  上司からの建設的なフィードバックがある等育成に熱
心である上司のあり方が女性の昇進意欲・モチベー
ションを高める。
②  出産復帰後に上司が少し困難な仕事を任せることで昇
進意欲が高くなる。
③  育休中の情報提供や上司との面談、職場復帰者を対象
とした研修等、育児復帰支援制度は昇進意欲を高める
のに有効である。
④  いい上司やロールモデルに出会った場合に昇進意欲や
モチベーションが高くなる。
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う仮説を検証する。
方法：  WEBアンケート
日時：  2013 年 10 月 7 日～ 15 日
対象者：  専任職員 732 名（部長、次長、課長、課長補佐、

課員（継続雇用者、出向者含む））
回答数：334 名（回答率 45.6％）
１）回答者の属性（図 5・図 6）
回答者の属性からは、専任職員の年齢構成比とほぼ同
様の比率で回答を得た。20 代～ 30 代の若手から中堅層
の職員が多い。
また、子どものいる職員のうち、子の学齢は就学前が
最も多く、小学校高学年までの子どもを持つ職員が過半
数を占める。

SNS等をツールとして交流や情報交換の機会を設け
ているが参加者数や活用率が低い点は課題である。
③  各大学とも男女共同参画推進の機関を設置し、中期計
画と連動し取り組みを進めている。女性の活躍推進に
ついては、キャリア意識の醸成等が必要であり、今後
さらに取り組むべき課題であると認識している。

３．学校法人立命館専任職員アンケート調査
（１）調査概要
目的：  学生の学びと成長を支える職員が活き活きと働く

ために必要な支援施策を考えるにあたり、現在障
害となっている課題を抽出するとともにワークラ
イフバランス支援制度の利用状況を確認する。特
に女性の場合は出産によるライフイベントにより
キャリアの中断がある等、特有の課題があるとい

表 3　他大学ヒアリング内容

A大学

○保育園、相談員等について記載したワークライフバランスハンドブックを配布。
○係長級、主任の女性を対象とした職員キャリアセミナーを過去 2回実施。セミナー内容は、講演、グループ討議（後
輩の育成、仕事の管理・進め方、職場の人間関係、生活（子育て、介護、ワーク・ライフ・バランス）、自分の将来（キャ
リア形成、今後の人生）について等を実施した。
○教員について、ロールモデルとなる学内の女性研究者を囲んで、研究やプライベートの両立等について話し合える
少人数形式の会を開催。学生、教員、職員、男女問わずひろく参加者を募集している。
○男女共同参画室を設置し、中期目標と連動して取り組みを進めている。
○情報共有のため女性研究者コミュニティとして外部サイトを設け、情報交換の場として活用を促進。最近では職員
もアクセス可能となっており、質問に対して意見をもらえる場として活用されている。

B大学

○ HPやニュースレターにより男女共同参画推進活動の情報を発信。
○学生・教職員を対象とした交流会や各種講座・セミナーを実施。
○ワークライフバランス・サポートセンターの相談窓口があり、学生や教職員が利用できる。相談内容によっては、
当相談窓口以外に EAP、外部、ハラスメント、健康管理室と連携している。
○男女共同参画推進室を設置し、数値目標として女子学生 50％、女性教員 30％、女性職員 50％を掲げている。具体
策の策定、職場風土の醸成、世代間格差の是正等を進めていくことは課題である。

C大学

○キャリアプランシートはあるが、具体的な施策についてはヒアリングをもとに企画予定。
○男女共同参画推進室を設置し、キャリア形成支援、両立支援、意識啓発に取り組んでいる。
○年 2回程度セミナーを実施。学生、教職員等ひろく参加可能。
○ランチミーティングについてはSNSで広報。2011年4月より卒業生と教職員を対象としたコミュニティサイト中に、
女性研究者（助教、准教授、教授）を対象としたコミュニティを立ち上げているが利用率は低い。
○産休・育休取得者には人事部窓口で直接説明をしている。
○学生向けに女性研究者ロールモデル集を作成し、発行。
○教員向けメンター制度がある。2009 年に文部科学省の「女性研究者支援モデル育成」事業として、プロジェクト
が採択され実施。海外招聘客員教授、研究者の他海外で活躍する研究者をメンターとして、個別相談はもとより、授
業、講演、交流会を通じてアドバイスや学術指導、または共同研究を実施。

D大学

○教職員・学生等だれでも参加できる子育て交流会（年 2回）、ジェンダー勉強会（随時）を実施。ポータル、チラシ、
メールで広報。
○女性教員の交流会やメンター制度がある。メンター登録者は 30 名。選定については自薦、他薦で募集。最終的に
は副総長から推薦者にメールを送付し、登録に至る。新たなつながりができること、またメンター側として役立ち、
学ぶことができると好評である。
○広報紙、HPやリーフレットの発行により情報を発信。
○男女共同参画支援室を設置。今後教員、男性を巻き込むことが課題である。
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３）仕事観、働き方（表 5）
仕事観や働き方についての質問項目を性別に分けて分
析すると、「仕事を通して成長したい」や「学生の学び
と成長や学園の発展に寄与している」については、男女
ともに高い結果となった。一方、男女間で「自分の力量
を発揮できている」では 9.3 ポイント、「やりがいを感
じている」では 7.7 ポイント女性の方が低く差があった。

また、昇進に対する意識は、図 8のとおり、男性「望
む」58.0％、「望まない」42.0％、女性「望む」21.6％、「望
まない」78.4％であり、男性に比して女性の昇進希望の
割合が 36.4 ポイントと大幅に低いことがわかる。女性
において、「望まない」が 78.4％と大半を占めており、
今後改善の取り組みが必要である。

 表 4　ワークライフバランスの満足度 （人）

強く思う 比較的
思う

どちらとも
いえない

あまり
思わない

全く
思わない 計

男性 6.9％ 51.9％ 20.4％ 18.1％ 2.8％ 216
女性 4.2％ 46.6％ 25.4％ 19.5％ 4.2％ 118
計 6.0％ 50.0％ 22.2％ 18.6％ 3.3％ 334

図 7　ワークライフバランスで悩んだ内容
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表 5　  「思う」（強く思う、比較的思う）と回答した者の
比率 （人）

仕事・働き方
仕
事
を
通
し
て

成
長
し
た
い

新
た
な
業
務
に

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
い

自
分
の
力
量
を

発
揮
で
き
て
い
る

学
生
の
学
び
と
成
長
や

学
園
に
寄
与
し
て
い
る

や
り
が
い
を
感
じ
て
い
る

立
命
館
で
働
く
こ
と
に

誇
り
を
持
っ
て
い
る

計

男
性 92.1％ 74.1％ 54.2％ 83.8％ 71.3％ 73.1％ 216

女
性 94.9％ 70.3％ 44.9％ 85.6％ 63.6％ 70.3％ 118

計 93.1％ 72.8％ 50.9％ 84.4％ 68.6％ 72.2％ 334

２）ワークライフバランスの満足度（表 4）
「ワークライフバランスが取れていると思いますか」
という質問に対しては、全体では「強く思う」6.0％、「比
較的思う」50.0％、「どちらともいえない」22.2％、「あ
まり思わない」18.6％、「全く思わない」3.3％であり、
立命館専任職員のワークライフバランスはとれていると
の認識が過半数である。
しかし、性別で見ると男性に比して、女性は「強く思
う」は 2.7 ポイント、「比較的思う」は 5.2 ポイント低く、
「あまり思わない」は 1.4 ポイント、「全く思わない」は 1.5
ポイント高くなっており、満足度は女性の方が低いこと
がわかる。
また、ワークライフバランスで悩んだ内容（図 7）に
ついては、男性の 30.5％、女性の 24.6％が「育児」と回
答しており、男女ともに育児が最も多い。女性の悩んだ
内容について、前述のとおり出産を機に約 6割の女性が
正社員を退職する中、本学においては、「出産」が 5.9％
と少ないと言え、出産による仕事の継続困難で悩みを抱
える段階から、仕事を継続しながら「育児」を行う段階
での悩みが多くなっているといえる。

図 5　回答者年齢
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図 6　アンケート回答者の子の学齢
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５）出産、育児経験者について（図 10・表 7）
出産経験者の復職時不安に感じた内容については、「仕
事とのバランスのとり方がわからない」、「復職時に休ん
でいたことにより学内の情報がわからない」、「周囲の理
解が得られるかわからない」、「勤務時間短縮をしながら
働くことができるかわからない」等、情報不足や制度利
用の可能性等ワークライフバランスに関する事項に対
し、不安を抱えていたことがわかる。
周囲の理解を得て、気兼ねせずに制度を利用して働く
ためには、復職支援を行うことやワークライフバランス
の意識を高め、職場全体での風土づくりが必要である。
「自身の育児経験が他の教職員に役立つのであれば協
力したいかと思うか」という質問については、「思う」
が 80.0％であり、制度利用による経験を次世代に活かし
たいという想いがある。このような層が増えてくること
により、縦や横のつながりを通して、育児をしながら働
くことに対する意識が高まり、さらに仕事での活躍推進
に繫がると考える。
そして、勤務時間短縮者に対する管理職との話し合い
ができていたかという質問については、「思う」55.6％、
「どちらでもない」19.4％、「思わない」25.0％、である。
一方、管理職への質問（表 8）における時短取得者との

表 6　育児・介護支援制度の認知度・利用経験

育児・介護支援制度 認知度 利用経験 利用でき
なかった

①妊婦健診のための通院時間
保障（有給） 50.9％ 25.4％ 4.2％

②妊娠の通勤緩和（有給） 58.7％ 19.5％ 5.9％
③産前休暇 8週間（有給） 80.5％ 30.5％ 0.8％
④産後休暇 8週間（有給） 81.4％ 29.7％ 0.8％
⑤配偶者出産休暇（有給） 66.2％ 16.7％ 11.6％
⑥育児休業（休業給、※子
が 1歳以降無給） 84.7％ 10.5％ 6.9％

⑦育児のための時差勤務 81.1％ 4.2％ 6.3％
⑧育児のための勤務時間短縮
（無給） 82.9％ 7.5％ 5.7％

⑨看護休暇（有給） 57.8％ 8.1％ 1.8％
⑩授業参観休暇（有給） 66.5％ 13.5％ 7.2％
⑪介護休暇（有給） 59.0％ 1.5％ 4.8％
⑫介護休業（休業給、94 日
以降無給） 42.2％ 0.0％ 3.3％

⑬介護のための勤務時間短縮
（無給） 38.3％ 0.3％ 3.6％

⑭介護のための時差勤務 36.5％ 0.9％ 2.7％
⑮ベビーシッター、ホームヘ
ルパー経費補助（上限 1 回
6,000円／年間60,000円以下）

37.1％ 1.2％ 3.0％

すべて知らない 4.5％ 71.0％ -

昇進を望まない理由（図 9）については、「希望のワー
クライフバランスが保てない」が最も多い。仕事におけ
る成長意欲や、貢献意欲はあるものの、ワークライフバ
ランスに対する心配が、新たなポストや仕事に挑戦する
意欲を妨げる要因のひとつであると考えられる。若年層
については女性の割合が増えていることから、若年層を
性別に関わらず育成することによって、女性の管理職比
率は一定高まることが予想される。

しかし、今回のアンケート結果から、女性の昇進意欲
は男性に比して大幅に低いことは大きな懸念材料であ
り、昇進意欲の醸成をいかに進めるかについては、女性
職員が若年層では過半数を超え、全体でも 3分の 1以上
を占める立命館の重要な課題である。
４）育児・介護支援制度について（表 6）
育児・介護利用制度の認知度は、育児休業、育児のた
めの勤務時間短縮等、育児支援関連の支援制度を中心に
80％以上の認知度がある。一方、看護休暇や介護関連、
またベビーシッター、ホームヘルパー経費補助等は認知
度が低く、今後より広く周知することにより、制度を利
用しやすい環境づくりを推進する必要がある。

図 8　昇進に対する意識
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図 9　昇進を望まない理由
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のとおり苦慮した内容は「課内での業務分担方法」や超
過勤務や出張の依頼の可否を含め「どこまで配慮が必要
かわからない」ことが要因であり、管理職と勤務時間短
縮者がお互いのコミュニケーションに苦慮していること
がわかる。

話し合いができていたかという質問では、「思う」
84.4％、「どちらでもない」13.3％、「思わない」2.2％で
あり、双方の意識に大きな差がある。
また、勤務時間短縮者のマネジメントについて、
52.3％と過半数の管理職が苦慮した経験がある。図 11

図 11　時短取得者のマネジメントに苦慮した内容

図 10　育休時・復職時に悩んだ内容

表 7　出産・育児経験者への質問
産休・育休・
職場復帰時に
不安はあったか

自身の経験をもとに
協力したいか 勤務時間短縮経験の有無

勤務時間短縮利
用時に周囲の理
解を得ているか

管理職と話し合いが
できているか

あり なし 思う どちら
でもない 思わない 現在利用 過去利用 育児期に

制度なし
利用

経験なし 思う どちら
でもない 思う どちら

でもない 思わない

課員 88.0％ 12.0％ 79.2％ 20.8％ 0.0％ 73.9％ 4.3％ 4.3％ 17.4％ 73.7％ 26.3％ 50.0％ 20.8％ 29.2％
課長補佐 90.9％ 9.1％ 90.9％ 0.0％ 9.1％ 9.1％ 36.4％ 18.2％ 36.4％ 66.7％ 33.3％ 70.0％ 10.0％ 20.0％
課長 75.0％ 25.0％ 60.0％ 20.0％ 20.0％ 0.0％ 20.0％ 60.0％ 20.0％ 100.0％ 0.0％ 50.0％ 50.0％ 0.0％
計 87.5％ 12.5％ 80.0％ 15.0％ 5.0％ 46.2％ 15.4％ 15.4％ 23.1％ 73.3％ 26.7％ 55.6％ 19.4％ 25.0％

表 8　管理職への質問
部下に勤務時間短縮者
がいたことがあるか

時短取得者のマネジメントに
苦慮したことがあるか 時短取得者と話し合いができているか 時短取得者の成長を支援しているか

ある ない ある ない 思う どちらでもない 思わない 思う どちらでもない 思わない
課長 80.0％ 20.0％ 54.8％ 45.2％ 81.3％ 15.6％ 3.1％ 61.3％ 25.8％ 12.9％
次長 90.9％ 9.1％ 60.0％ 40.0％ 90.0％ 10.0％ 0.0％ 50.0％ 40.0％ 10.0％
部長 75.0％ 25.0％ 0.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 33.3％ 66.7％ 0.0％
計 81.8％ 18.2％ 52.3％ 47.7％ 84.4％ 13.3％ 2.2％ 56.8％ 31.8％ 11.4％

課内での業務分担方法に悩む

超過勤務を依頼できない

出張を依頼できない

どこまで配慮が必要かわからない

その他

0 5 10 15 20 25

（人）
20

13

12

10

1

時短取得者とのコミュニ
ケーションを図り、業務
分担を行う必要あり

仕事とのバランスのとり方

学内の情報不足

周囲の理解が得られるか

勤務時間短縮勤務ができるか

地元の保育所情報が少ない

地元の子育て情報が少ない

本学支援制度の情報入手方法

その他

0%

3%3%

3%3%

5%5%

8%8%

13%13%

17%17%

23%23%

28%28%

5% 10% 15% 20% 25% 30%

職場復帰に関する悩み
や情報不足
⇒復職支援、情報提供
　が必要
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（２）調査のまとめ
子育て経験のある女性職員に対するヒアリングを通
し、女性が育児をしながら働くにあたり、働き方や職場
の理解促進等の課題があることがわかった。特に職場復
帰後、勤務時間短縮制度を利用し、時間に制限のある中
で、過負担にならない程度に業務量を調整するとともに、
やりがいのある仕事を任せることによりモチベーション
が高まる。そのためには、上司や職場の理解が不可欠で
あるが、会議の設定時間や業務内容等に工夫が必要であ
り、良好なコミュニケーションが十分にとれているとは
言い難い現状にある。
勤務時間短縮者は時間に制限のある働き方をするにあ
たり、自身の働き方について考え、工夫をしている点が
多く、子育てがひと段落した際には、家庭生活を充実さ
せるとともに、仕事面でも活躍したいという意欲がある。
また、今回のヒアリングの場は、同じ立場で働く職員

表 9　女性専任職員活躍の問題点とニーズ
課題区分 問題点・ニーズ等

情報

○保育所情報や子供が病気になったときの対応
等、子育てについて近隣の情報がほしい。

○出産、育児等を経験し、様々な働き方をしてい
る先輩職員の話を聞く機会があれば参考にな
る。

ネットワーク
○職員同士のネットワークづくりの機会がほしい。
○同じ立場の職員がどのような働き方をしてい
るか聞く機会が必要である。

働き方

○パートナーや家族の支援状況により日曜や祝
日の出勤・出張は調整が必要である。
○時短勤務により会議出席時間に制限がある。
○時間に制限がある働き方をする場合でも企画
や判断を伴う仕事をしたい。
○時短をしていても補佐をやっている。仕事の
責任もあり、時間内でやりきるという自負も
あり、やりがいを持てている。
○時短により業務量が減る場合もあれば、減ら
ない場合もある。担当業務のルーティンから
企画までやれる分量の業務分担でないと、企
画や改善に至らず、仕事の面白みがない。

職場の理解

○育児時短制度利用については、所属長や職場
の理解が必要である。
○所属長や周囲の理解を得ることが重要である。
また、長時間労働、長時間勤務が前提である
働き方ではなく、時間あたりの働き方を評価
する等の意識の醸成や理解を深めることが求
められる。職員が 多様化する中、多様な働き
方を受け入れることが重要である。

意識の醸成

○男性の育児休業取得、勤務時間短縮取得情況
等の情報を公開することにより、男性職員の
制度取得促進とともに女性が働きやすい職場
づくりにつながるのではないか。

（２）調査のまとめ
アンケート結果から本学における育児・介護支援制度
は一定利用されており、全体的にワークライフバランス
は比較的とれているという認識がある。しかし、仕事観
に関する質問については、成長意欲や貢献意識は高いも
のの、やりがいや昇進に対する意欲は男性に比して女性
が低い結果となった。その背景には、育児休業時や職場
復帰時に悩みがあり、ワークライフバランスを保てない
という不安があるということが影響していると考えられ
る。また、育児休業からの復職後に勤務時間短縮制度を
利用する職員が多く、時間に制限のある中で働くにあた
り、職場の上司や同僚の理解が不可欠であるが、双方の
コミュニケーションに苦慮していることがわかった。
課題としては、育児休業時や職場復帰時に勤務時間短
縮をしながら勤務する職員がやりがいを持って働くた
め、本人の仕事に対するモチベーションの維持と周囲の
理解が挙げられる。学校法人立命館の人員構成から今後
一層増えることが見込まれる育児をしながら働く女性職
員がワークライフバランス支援の諸制度を利用しつつ、
仕事にやりがいを持ち、活躍促進を図るための人事施策
構築を目指す。教育機関で働く職員として、育児経験を
通じて得られることは大きく、その経験を業務に活かす
ことが重要である。仕事を通じて成長意欲がある職員が
育児を行いつつ、モチベーションを継続し、力量を発揮
してもらえるよう取り組みが必要である。

４．学校法人立命館の専任職員ヒアリング調査
（１）調査概要
目的：  女性専任職員に現在のワークライフバランス支援

制度の活用状況、満足度、困っている点、業務を
行うにあたって工夫している点、キャリア形成に
ついて等をヒアリングし、現状やニーズを確認す
る。

日時：  2013 年 7 月 4 日びわこ・くさつキャンパス、7月
10 日衣笠キャンパス、7月 18 日朱雀キャンパス

対象：  子育て経験がある層を中心とした専任女性職員
24 名（子育て経験がある職員 21 名、経験がない
職員 3名）

ヒアリング結果からみえる問題点、ニーズは表 9のと
おりである。
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１．メンター制度の導入
（１）メンター制度の概要
メンター制度とは経験豊かな先輩職員（メンター）が
双方向の対話を通じて、後輩職員（メンティ）のキャリ
ア形成上の課題解決や悩みの解消を援助して、メンティ
個人の成長をサポートする役割を果たす。具体的には、
定期的にメンターとメンティとが面談（メンタリング）
を重ね、信頼関係を育む中で、メンターはメンティの抱
える仕事上の課題や悩みなどに耳を傾け、相談に乗り、
メンティ自らがその解決に向けて意思決定し、行動でき
るよう支援する。

（２）メンター制度の目的と効果
斜めからの支援といわれるメンター制度においては、
基本的にメンターは、仕事の指示・命令を下し、評価を
行う利害関係のある直属の上司や先輩ではなく、異なる
職場の先輩職員をメンターとしマッチングを行う。女性
職員活躍を目的とし、将来的なキャリア目標や仕事上の
問題解決のため、斜め上の存在である職員からアドバイ
スをもらうことに特徴がある。部署を越えた学内のコ
ミュニケーションルートができ、メンター・メンティ共
に気づきや学びの機会が得られ、視野を広げる効果があ
る。

（３）メンター制度の体制・運用方法（表 10・表 11）
メンターは、性別に関係なくⅰ）課長経験 3年以上の
管理職やⅱ）両立支援の観点からキャリアアドバイスが
可能である職員とする。メンティは課長補佐相当の女性
職員、子育てや介護等と仕事の両立を図りながら働いて
いる職員、若年層の職員とする。専任職員のアンケート

図 12　立命館ワークライフバランスアクションプラン関係図

が集まり、子育て等の情報交換や自身の働き方を振り返
り、経験を共有する機会となり有効であったという声が
寄せられた。子育て経験がない職員にとっても、先輩職
員の話を聞くことにより、育児支援制度や自身のキャリ
アについて考える機会となり、ワークライフバランスを
実現しながら働くために、同様の立場の職員や先輩職員
との交流の機会やネットワーク構築に対するニーズがあ
ることがわかった。

５．調査・分析から得られた現状の問題
企業調査、他大学調査、学校法人立命館専任職員アン
ケート調査、学校法人立命館専任職員ヒアリング調査の
4つの調査から得られた女性職員の活躍促進を図るにあ
たり解決すべき問題は次のとおりである。
①  育児と仕事の両立やキャリア形成について考えるた
め、同じ立場の職員や経験者との交流の機会が不足し
ている。
②  キャリア形成の観点からの業務経験や支援体制が未整
備である。
③  育児休業後の復職時における上司や職場とのコミュニ
ケーションが不足している。
女性職員が活躍するためには一人ひとりのワークライ
フバランスを実現しつつ、職場の同僚や上司の理解を得
ることにより、モチベーションが高まることが明らかと
なった。また、家庭での責任を果たしつつ、仕事におい
て最大限の力量を発揮できるようキャリアに対する意識
を醸成する機会や仕組みが必要である。

Ⅴ．政策提起

調査・分析をふまえ、上記の問題を解決するために、
①メンター制度、②ワークライフバランスカフェ、③コ
ミュニケーションシートの 3つの施策からなる立命館
ワークライフバランスアクションプランを政策として提
起する。女性職員の活躍促進には、活き活きと働くこと
ができるキャリア形成や働きやすい環境づくりにより、
モチベーションや業務経験・スキルを向上させることが
必要である。図 12 に立命館ワークライフバランスアク
ションプランの関係について示す。
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報告を依頼し、期間終了後は両者にアンケートやヒアリ
ングを実施し、振り返りの機会を設ける。

２．ワークライフバランスカフェの開催
（１）ワークライフバランスカフェの実施概要（表 12）
ライフステージにあったワークライフバランスを実現
しつつ、キャリア面での能力向上や力量発揮を目指し、
集合形式の座談会（仮称：ワークライフバランスカフェ）
を実施する。立命館では現在も様々な職場で女性職員が
勤務している強みを活かし、ワークライフバランスカ
フェでのファシリテーターはロールモデルとなる職員が
担う。ロールモデルとは、職員が将来目指したいと思う、
スキル（リーダーシップ、コミュニケーション等）や経
験（育児との両立、業務経験等）を持ち規範となる存在
である。
また、対象者はライフステージごとに選定し、ステー
ジごとの課題を解決するために実施する。開催時期につ

結果から、子育て経験層に一定の協力依頼が可能である。
ワークライフバランスやキャリア形成等相談者のニーズ
を満たすと考えられる職員を各部から最低 1名以上推薦
してもらう。また、管理職については、学園の将来を担
う若手職員に対し育成を行う観点から協力を依頼する。
マッチングにおいて考慮してほしいことをメンティに確
認し、マッチングは人事部で行うが、個別メンターになっ
てほしい職員をメンティ自身が指名することも可とす
る。
初期導入時には、外部講師によるメンター育成研修や
ロールプレイングを実施し、ノウハウを学ぶ機会をつく
る。また管理職に対する意識の醸成のためにも、管理職
研修のプログラムの一部にメンターに対する理解を促進
する内容を盛り込む。
アポイントメントはメンティからメンターに依頼する
ことを基本とし、ランチタイム活用や業務時間内の実施
も可能とする。また、メンタリング終了後はメンターに

表 10　メンター制度の体制・運用方法

・メンティー：課長補佐相当の職員、子育てや介護等との両立を図りながら働いている職員、若年層の職員
・メンター：性別に関係なく課長経験3年以上の管理職、両立支援の観点からキャリアアドバイスが可能な職員対象者の

選定

・互いの役割や期待、行動を事前に明確にし、誤解や混乱を防ぐ。
・効果的なメンタリングとなるよう互いに必要なスキルを身に着ける。
・メンタリングを通じて問題が起きた場合の対処方法を理解する。事前研修の

開催
事前研修の
開催

・実施状況を把握するためメンター・メンティーに報告を求める。
・実施期間終了後、ヒアリングやアンケートを実施し、良かった点や困った点、改善点等を把握する。
・仕事や意識の変化、気づきなどについて振り返る機会を設ける。メンタリングの

実施・振り返り

表 11　メンターの実施方法
項目 内容

メンタリング期間 1年程度、延長可能

面談の頻度と面談時間 時間：30 分～ 1 時間程度、回数：ペ
アに任せる。

コンタクトの方法 原則は学内での対面。テレビ会議、
電話、メールを補助的に活用。

話し合う内容 メンティーからメンターへ提示する。

面談後の進捗フォロー 毎回の面談後人事部に報告する（面
談ワークシート）。

メンタリング期間終了後 メンター・メンティーにアンケート
やヒアリング調査を実施。

表 12　ワークライフバランスカフェの実施概要
ライフ
ステージ テーマ 課題 目的 対象となる

女性職員

出産 育児休業・
復職支援

出産や育児と
仕事の両立に
不安がある

ワークライフバ
ランス実現に向
けた制度等を周
知し、不安を解
消する

育児休業
予定者、
復職者等

育児 育児支援

乳幼児期を乗
り越えキャリ
ア形成への移
行に不安があ
る

キャリア形成の
不安を解消し、
今後の働き方を
考える

子が小学
生の職員

キャリア
形成 登用

課長相当職以
上の女性比率
が低い

管理職の心構え
や昇進に対する
意識づけ、課題
対処の方法につ
いて支援をし、
女性管理職を増
加させる

課長補佐
等管理職
候補者
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を導入する。

（２）コミュニケーションシートの目的と効果
育児をしながら働く職員にとって、時間の制約や子供
の看護等により突発的に休む必要がある等、仕事を行う
にあたっては、職場の上司や同僚の協力体制が不可欠と
なる。周囲の協力を得て、今ある状況の中で最大限の力
量を発揮するためには、相互の信頼関係に基づいた良好
なコミュニケーションが図られていることが重要であ
る。職場での復職面談時に、復職者が作成したコミュニ
ケーションシートを利用し、働き方を確認するとともに、
所属長が業務分担を行うために役立てる。コミュニケー
ションシートによりヒアリング項目を明示化し、所属長
が復職者に確認するポイントがわかりやすくなると同時
に、復職者にとっても、可視化することにより働き方を
イメージし、自身の意思を伝えやすくする効果がある。
内容については、表 13 のとおり、勤務時間短縮制度
利用者の業務量に対する配慮の希望や仕事に対する意気
込み等とし、所属長からは、育成の観点から業務経験を
積むために挑戦してほしい業務内容を伝え、双方向のコ
ミュニケーションを促進する。また、所属長に限らず仕

いては、定期異動の後であり、また、学事日程において
も比較的繁忙期のピークを超えた6月に開催する。また、
ワークライフバランスやキャリア形成についての外部講
師を招き、研修の機会とする。

（２）実施目的と効果
同じ学園に所属し、同様の立場にある職員が交流する
場を提供し、悩みを共有するとともに、不安を取り除く
ための改善方法について話し合う機会とする。また、ロー
ルモデルとなる先輩職員にキャリア形成や仕事と育児の
両立、これまでの職員生活での苦労話や失敗談等を話し
てもらい、質疑応答をしながら皆で情報共有を行い、職
場を越えたネットワーク形成の場とする。悩みを共有し、
他者の働き方や考え方を聞くことにより、自身の働き方
や仕事への取り組みの参考となる。視野を広げるきっか
け、ロールモデルとなる職員を見つける機会となり、仕
事におけるモチベーションを高める効果がある。

（３）ファシリテーター（ロールモデル）の選定と紹介
方法
ファシリテーターは、テーマにより、ⅰ）ワークライ
フバランスを実現し働いている職員、ⅱ）管理職の立場
にある職員等、ワークライフバランスやキャリア面の視
点からモデルとなる職員を推薦により選定し、イントラ
ネット上に紹介ページを作成する。紹介内容は、これま
でのキャリア（担当業務）、仕事とプライベートのバラ
ンスを図るために工夫していること、1日のタイムスケ
ジュール、やりがいを感じていること等を掲載する。ま
た、集合形式のカフェを実施することによりファシリ
テーターとなる職員の横の繫がりをつくり、コミュニ
ケーションを図る機会とする。

３．コミュニケーションシートの導入
（１）コミュニケーションシートの概要
調査結果によると、女性の活躍促進のためには職場の
上司の理解や職場の意識醸成が重要である。立命館にお
いて復職後は勤務時間短縮制度を利用する職員が増加し
ており、勤務時間短縮者と管理職間のコミュニケーショ
ンには課題があることがわかった。特に復職時のフォ
ロー体制が仕事に対するモチベーション維持に大きく影
響することから、所属長と復職者のコミュニケーション
促進のためのツールとして、コミュニケーションシート

表 13　コミュニケーションシート内容（例）
項　目

面談日（年、月、日）
勤務開始予定日（開始済みの場合は「済」）
育児短時間勤務利用の有無
時短「有」の場合、利用する理由
時短「有」の場合、利用を終了する時期
子が 1歳未満の場合、育児時間利用の有無
時短「無」の場合時間外労働除外申請の有無
勤務時間
保育園名・所在地
保育時間
保育園の送り迎えの体制
家族等の協力状況（パートナー、両親、その他）
通勤時間（保育園を経由しない場合）
帰宅時の電車・バスに間に合うための離席時間
繁忙時に時間外労働が可能か
出張の可否・条件
時間外・出張が「可能」の場合、事前調整に必要な日数
休業中の職場環境の変化などで知りたいこと
仕事の内容、役割分担などへの要望事項
仕事を再開するにあたっての意気込み
育児休職中に学習や資格取得した場合はその内容
本人、子の健康状態など
その他、職場に知らせておきたいこと
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事を進める上では周囲の理解が不可欠であるため、必要
な内容を課内で共有する。

（３）管理職に対するマインド醸成の必要性
コミュニケーションシートを活用することにより、管
理職には、時間に制限のある働き方を理解し、部下の力
量を最大限に引き出し、活躍を支援することが求められ
る。しかし、出産や育児についての関わり方も多様であ
り、自身に勤務時間短縮の経験がない場合は、業務の割
振りや、配慮の範囲について苦慮する現状にある。管理
職が育児をしながら働く職員の状況を理解するマインド
の醸成が必要であり、力量向上のために管理職研修にお
いて、ワークライフバランスや女性の活躍促進のための
研修を実施する。

４．立命館ワークライフバランスアクションプランの効
果測定
女性の活躍促進施策は、制度を整えた段階で終えるの
ではなく、組織風土醸成へと繫がることが望まれる。職
員一人ひとりに多様な背景があり、特に女性は出産とい
う特有のライフイベントがある。育成の観点を持ち、出
産や育児の時期を支援しながら、長期的に継続して実施
していく必要がある。
立命館ワークライフバランスアクションプランを通
し、業務経験やスキル、モチベーションの向上により、
女性がやりがいを持ち、力量を発揮することによる活躍
促進を目指す。本施策の効果は、定量的には女性管理職
や女性管理職候補者（課長補佐）比率の向上、定性的に
は、ヒアリングやアンケートにより職員の意識変化に
よって定期的に確認する。

Ⅵ．残された課題

1．教員支援施策への広がり
2．男性の育児参加に対する支援体制、意識醸成

【注】
１） 日本が女性による労働参加を G7（日本とイタリアを除く）
のレベルに引き上げられれば、一人当たりの GDPは、ベー
スシナリオに比べ恒久的に約 4％増となると推計される。
国内総生産（GDP）＝就業者数×就業時間×労働生産性
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Summary
For Japan, which faces the challenges of globalization, a low birthrate, and an aging society, securing a stable working-

age population through the participation of a diverse workforce is a pressing task, and the present Abe government has set 

out the encouragement of women’s participation as a strategy for growth. The Ritsumeikan Academy Vision R2020 also 

includes the encouragement of activities by women full-time faculty among its goals, but does not contain any concrete 

measures for this. As women constitute over one third of full-time faculty members, and over half of younger faculty 

members in their 20s, encouraging the fuller participation of women faculty is an important issue.

In this study, we carried out a questionnaire and interview surveys of full-time faculty, and showed that to encourage 

fuller participation by women faculty it is important both to create a favorable work environment by supporting work-life 

balance and to foster an awareness of career formation with the involvement of management staff. We propose a 

Ritsumeikan Work-Life Balance Action Plan consisting of three elements—a mentor system, a Work-Life Balance Café, and 

a Communication Sheet—with the aims of enabling work to be combined with life events such as childbirth and childcare 

and of improving motivation, work experience, and skills.




